
 

事 務 連 絡 
令和元年１０月１８日 

各都道府県教育委員会施設担当課  
各指定都市教育委員会施設担当課  
各 都 道 府 県 私 立 学 校 担 当 課 
構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の 

認定を受けた各地方公共団体の施設担当課  御中 
各 国 公 私 立 大 学 施 設 担 当 部 課 
各国公私立高等専門学校施設担当部課 
独立行政法人国立高等専門学校機構施設担当部課 

 
 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 
 

 
既存学校施設の維持管理について 

 

学校施設の適切な維持管理については、「既存学校施設の維持管理の徹底について（通

知）」（令和元年 5 月 21 日付け元文科施第 33 号）等において要請してきたところです。

また、引き違い窓については、「既存学校施設の維持管理について」（平成 22 年 8月 16

日付け事務連絡）等においても適切な維持管理に努めるようお願いしております。 

しかしながら、去る 10 月 9 日に長崎県大村市内の小学校において、校舎 1 階の引き

違い窓の障子が開閉時に落下し、児童が負傷する事故が発生しました。（別紙参照） 

ついては、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）」等を参考として

点検を行い、窓に動きにくさ、変形、腐食及びガタつき等の異常が見受けられる場合は、

無理な開閉操作により障子ごと落下する恐れがあるため、専門家に相談するなど適切な

対応をお願いします。 

このことについて、各都道府県教育委員会におかれては域内の市区町村教育委員会に

対し、各都道府県におかれては所轄の私立学校に対し、構造改革特別区域法第 12 条第

1 項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の学校設置会社に対して周知す

るようお願いします。 

 

 

 



 

＜参考＞ 

「子供たちの安全を守るために－学校設置者のための維持管理手引－」 
（平成 28年 3 月） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/maintenance/__icsFiles/afieldfile/2017/06/14/1369016_01_1.pdf 

…建築基準法等に基づき学校設置者が実施すべき維持管理の必要性や制度の概

要等 

「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）」（平成 27 年 3月） 

「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（追補版）」（平成 31 年 3月） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm 

  …学校設置者及び学校がそれぞれの役割を理解し、関係部署や専門家と連携して

実施する非構造部材等の点検内容や手法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【本件問合せ先】 
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 
環境施設企画係 田中 
電話：03-5253-4111（内線 2288） 
E-mail：shisetulead-2@mext.go.jp 



（別紙） 

長崎県大村市立の小学校における窓の障子の落下事故について 

 

 

１．事故の経緯 

令和元年１０月９日（水）の１４時２０分頃、大村市立の小学校において、校

舎１階の開けられていた引き違い窓を閉めようとした際に、窓の障子が外側に

落下。 

 

２．事故の状況 

○事故が発生した校舎は、教室棟（ＲＣ造３階建）昭和４７年完成。 

○落下した窓の障子（高さ６０㎝・長さ９０㎝・約５.２㎏）は、当該校舎の外

側にいた児童の背中に当たり、腰椎横突起骨折の疑いと診断された。なお、安

静な状態での歩行は可能な状況である。 

 

３．推測される事故原因（大村市教育委員会の見解） 

  戸車の車軸の錆により戸車が回転せず、スムーズに開閉できない状態で、何ら

かの原因で障子が浮き、レールから外れたと推測される。 

 

４．大村市教育委員会の対応 

当該窓について、開閉禁止にするとともに、他に同様の窓がないか点検を行っ

た。なお、市内の全小中学校についても、点検を実施し、必要な修繕等を行う。 

 

障子の落下箇所（修繕後） 
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事 務 連 絡

平成２２年８月１６日

各都道府県私立学校施設主管課長

各都道府県教育委員会施設主管課長

各指定都市教育委員会施設主管課長

各国公私立大学施設担当部課長 殿

各国公私立高等専門学校施設担当課長

各 学 校 設 置 会 社 の 学 校 担 当 事 務 局 長

独立行政法人国立高等専門学校機構施設担当課長

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長

長 坂 潤 一

既存学校施設の維持管理について

平成２１年１２月から平成２２年６月に、福岡市立の複数の中学校において、校

舎及び屋内運動場の窓の障子が落下する事故が発生しました。

当該事故は、窓の枠等に取り付けられている障子の外れ止め部品が、外れや欠損

により本来の機能を果たすことができなかったことなどが原因の一つとして推測さ

れます。（別紙参照）

このように、引き違い窓等は障子の外れ止め部品が正常に機能していない場合や

無理な開閉操作により、障子が落下する恐れがあり、落下地点に児童生徒がいた場

合は重大な事故となる可能性があります。外れ止め部品が確実に取り付けられてい

るか、また正常な状態として機能しているか（外れ止め部品の変形・破損・欠落等

がないか）などの観点から点検を行い、適切な維持管理に努めるようお願いします。

なお、各都道府県教育委員会施設主管課においては、域内の市町村教育委員会に

対し、各都道府県私立学校施設主管課においては、所管の私立学校等に対してもそ

の趣旨を徹底させるようお取り計らい願います。

＜本件に関する問い合わせ先＞

文部科学省大臣官房文教施設企画部

施設企画課防災推進室防災推進係

TEL：03-5253-4111（内線2235、3184）
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（別紙）

福岡市立の中学校における窓の障子の落下事故について

事故の概要

・平成２１年１２月から平成２２年６月に、福岡市立の複数の中学校において、校

舎及び屋内運動場の窓の障子が落下する事故が４件発生。（３件は建物の外部側

に落下し、１件は室内側に倒れて落下。）

・４件の事故のうち、生徒１名が建物の内側（教室）に倒れた障子により頭部を打

撲。

＜事故１＞

・発生日等：平成２１年１２月１５日／校舎３階

・被 害：負傷者なし。当該窓の直下に駐車していた乗用自動車が損傷。

・建 設 年：昭和５３年３月

・推測される一原因：上框に内蔵された障子の外れ止め部品のはずれ。

（左・上）障子の落下箇所

（右）落下した障子

＜事故２＞

・発生日等：平成２２年２月２５日／屋内運動場（２階部分）

・被 害：負傷者なし。物的被害なし。

・建 設 年：昭和６２年３月

・推測される一原因：戸車の劣化。(戸車のすり減りにより障子と枠の隙間が拡大。)

障子の落下箇所 落下して破損した障子



＜事故３＞

・発生日等：平成２２年３月１５日／校舎３階

・被 害：生徒１名が室内側に倒れた障子により頭部打撲。物的被害なし。

・建 設 年：平成８年３月

・推測される一原因：窓の枠に取り付けられていた外れ止め部品の欠損。

落下した障子がはまっていた

窓枠の外れ止め部品

（経年劣化が原因と考えられる欠損）

＜事故４＞

・発生日等：平成２２年６月１３日／屋内運動場（１階部分）

・被 害：負傷者なし。物的被害なし。

・建 設 年：昭和５３年３月

・推測される一原因：外れ止め部品の移動。（正常な位置に固定されていなかった。）

障子の落下箇所 外れ止め部品（障子落下時）

落下した障子 （参考）外れ止め部品（正常な位置）

外れ止め部品の移動



（参考）

出典：福岡市教育委員会提供



 

 

「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）」 

（平成２７年３月改訂版）（抜粋） 

 

 

＜５８ページ＞ 

参考資料３ 


